
takachiho  2022.9 6takachiho 2022.97

令 和 ４ 年 度 高 千 穂 町 立 小 ・ 中 学 校 の
全 国 学 力 ・ 学 習 状 況 調 査 結 果

 「文化財保存調査委員会」の役割・活動
　「文化財保護法」に基づき、本町では「高千穂町文化財保護条例」を制定
し、この条例において、文化財の指定や登録に際して専門的な調査や協議
を行う審議機関として「文化財保存調査委員会」を設置することと規定し
ています。
　文化財保存調査委員会の具体的な役割・活動は次のとおりです。

興梠　幸男　委員長 (芝原西)　委員歴：38年
　植物の生態などに詳しく、クマガイソウやキレンゲショウマ自生地の土地所有者でもあります。また、「高千
穂森の会」の代表も務められ、永年にわたり環境保護活動を続けられています。

安在　一夫　委員 (下押方)　委員歴：21年
　宮崎県文化財保護指導委員(西臼杵地区)も兼任され、文化財の災害調査や看板などの調査に尽力されていま
す。長年、ＪＡ高千穂地区の広報紙「かるめご」に、「西臼杵の姓氏」の執筆をされています。

田尻　隆介　委員 (大野原)　委員歴：10年
　町教育委員会の文化財担当を長年務められ、また、神職の
有資格者であることから、神話や神楽に精通されています。
県の「みやざきの神楽魅力発信委員」も務められています。

佐藤　博美　委員 (上永の内)　委員歴：9年
　委員会では、特に仏像や神像の調査を熱心にしていただいて
おります。また、下野八幡大神社でのご奉仕もされています。

 高千穂町の文化財保存調査委員
　本町では、郷土史などに詳しい4名の方に文化財保存調査委員をお願いしています。

 文化財で高千穂町の歴史・文化を感じてみませんか？
　前号でもお伝えしましたが、現在、高千穂町には、「国
指定」、「国登録」、「県指定」、「町指定」あわせて、72
件の文化財がありますが、「高千穂町コミュニティセン
ター (歴史民俗資料館)」には、古文書などの有形文化財
を展示しています。この機会に、文化財を見て、触れて、
高千穂町の歴史・文化を感じてみませんか？

　前回の町広報では、高千穂町の文化財についてご紹介しましたが、今回は、文化財の保存や活用に尽力さ
れている「高千穂町文化財保存調査委員会」の活動を紹介します！

・町の区域内に所在する文化財の調査を行う。
・調査した文化財について、その価値を審議し、歴史上、芸術上、学術上
価値の高い文化財を、町指定文化財として認定するとともに、より価値の
高い文化財を県指定や国指定に推薦する。
・国・県・町指定の文化財の状況を確認し、適切な保存に努めるとともに、
将来の文化の向上発展に繋げるための活用(看板の設置など)を図る。

文化財 ( 天然記念物 ) 候補の調査

高千穂町コミュニティセンター（歴史民俗資料館）
【開館時間】 9 時～ 16時 30分  
【展示室の観覧料】高校生以上 200円／小中学生 100円
【お問い合わせ】0982－72－6139
　　　　　　　  http://www.komisen.net/
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左から佐藤委員、 興梠委員長、 安在委員、 田尻委員

～今月のテーマ～

ご存知ですか？「高千穂町の文化財」(その2)


